
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

難病相談事業ファイル

市⾧

健康医療部 保健所 保健予防課

難病の患者に対する医療等に関する法律で規定する指定難病の患者及び特定疾患治療研究事業対象疾患

の患者等に対し療養相談等を実施するため利用するもの

1氏名，2男女の表示，3生年月日，4年齢，5住所，6居所，7電話番号，8続柄，9家族構成，10同居・別

居の有無，11親族状況，12婚姻，13住居状況，14飲酒，15喫煙，16職種，17勤め先に係る情報，18支

援措置情報，19保護に関する情報，20各種手当の受給の有無，21生活保護，22健康・身体状況，23傷

病名，24病歴，25障害の有無，26福祉サービス，27介護度，28介護サービス

難病患者やその家族の療養生活等の相談支援に必要な事項

本人等：用紙，口頭

あり

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

精神保健福祉相談個別カルテ

市⾧

健康医療部 保健所 保健予防課

精神的な問題を抱えた本人及びその家族等，その他関係者を対象に精神保健福祉相談を行うものため利

用するもの
1氏名，2性別，3生年月日，4年齢，5住所，6電話番号，7家族構成，8家族の氏名，9家族の電話番号，10婚姻歴，11住居状

況，12趣味・思考，13職業・職種，14勤務先，15勤務内容，16在職期間，17学歴（卒業・在学校名），18学校での生活状況

に関すること，19資格，20免許等の有無，21学業成績，22勤務成績・評価，23補導歴，24支援措置情報，25保護に関する情

報（法定後見人等に関することを含む），26交友関係，27社会活動，28給与所得，29年収・月収等，30生活保護・各種手当

の受給の有無，31保険・年金に関すること，32健康診断結果，33検査結果，34容姿，病歴，35傷病名，36傷病の程度・要

因，37治療の内容，38障害の有無，39障害の種類・程度，40障害者手帳の有無，41介護度，42介護サービスの内容，43介護

認定の有無及び内容，44ケースワークの所見，45医師の所見・意見書，46性格，47精神的な悩み，48身体的な悩み，49心身

に関する癖，50行動，51出産関係，52人格そのものあるいは精神作用の基礎に関わる個人情報，53犯罪歴，54その他本人の

供述に基づく内容

精神保健福祉相談時に聴取した相談記録

本人及び本人以外から口頭で聴取

含む

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

精神保健福祉講座等の参加者名簿

市⾧

健康医療部 保健所 保健予防課

精神障害者に対する地域の理解を深め，精神保健福祉に係る正しい知識の普及啓発と関係機関のネット

ワーク形成のため利用するもの

1氏名，2住所，3電話番号，4職業

講座や会議の参加者

参加状況把握のため，名簿作成に利用

含まない

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HERーSYS）

市⾧

健康医療部 保健所 保健予防課

感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律に規定する感染症の発生やまん延防止のため

に，積極的疫学調査及び接触者健診の実施のため利用するもの

1氏名，2男女の表示，3生年月日，4年齢，5住所，6居所，7電話番号，8ＩＤ番号等の個人に付されている番号，9死亡日時又は場所，10家族情

報，11勤務先に係る情報，12在学先に係る情報，13（新型コロナウイルス感染症に係る）健康・身体状況，14（新型コロナウイルス感染症に係

る）傷病名・病歴

新型コロナウイルス感染症患者及びその接触者等

医療機関からの届け出，本人及び本人以外からの聞き取り（電話），住民基本台帳：用紙，電磁的記録

（システム）

含む

国，地方自治体（千葉県）

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

結核予防事業ファイル

市⾧

健康医療部 保健所 保健予防課

感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律に規定する，結核患者に関する情報及び結核の

感染源の追求と感染の拡大防止を図り，結核患者・家族接触者健診のため利用するもの

1氏名，2男女の表示，3生年月日，4年齢，5住所，6居所，7国籍，8電話番号，9識別番号，10続柄，11家族構成，12同居・

別居の有無，13親族関係，14婚姻，15住居の状況，16飲酒，17喫煙，18勤務先に係る情報，19支援措置情報，20保護に関す

る情報，21各種行事への参加状況，22収入，23課税・納税内容，24健康診断結果（レントゲン），25傷病名，26病歴，27障

害の有無，28福祉サービス，29介護度，30介護サービス，31その他（感染症患者発生届，感染症医療費交付負担申請書）

結核患者及びその接触者

本人，本人以外，住民基本台帳：用紙，電磁的記録（システム），口頭（電話）

有 

有 国

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

感染症対策事業ファイル

市⾧

健康医療部 保健所 保健予防課

感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律に規定する感染症の発生やまん延防止のため

に，積極的疫学調査及び接触者健診の実施のため利用するもの

1氏名，2男女の表示，3生年月日，4年齢，5住所，6居所，7国籍，8電話番号，9識別番号，10続柄，11家族構

成，12同居・別居の有無，13親族関係，14婚姻，15住居状況，16飲酒，17喫煙，18職業，19勤務先に係る情

報，20支援措置情報，21保護に関する情報，22各種行事への参加状況，23収入・支出内容，24課税・納税状況，

25健康・身体状況，26傷病名，27病歴，28障害の有無，29福祉サービス，30介護度，31介護サービスの内容，

32その他（感染症患者発生届，感染症医療費交付負担申請書）

感染症患者及びその接触者等

本人，本人以外，住民基本台帳：用紙，電磁的記録（システム），口頭（電話）

有 

有 国

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

患者管理簿

市⾧

健康福祉部 保健所 保健予防課

感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律に規定する感染症の発生やまん延防止のために，積極的疫学調査及び

接触者健診の実施のため利用するもの。また，感染症法に基づく応急入院勧告書等の通知並びに公費負担の書類作成のため利

用するもの。

１氏名，２男女の表示，３生年月日，４年齢，５住所，６居所，７電話番号，８ＩＤ番号等の個人に付されている番号，９家族情報，10健康・

身体状況

新型コロナウイルス感染症患者及びその接触者等

医療機関からの届け出，本人及び本人以外からの聞き取り（電話），住民基本台帳：用紙，電磁的記録

（システム），HER-SYS

含む

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー


